
追
想

三
夜
荘

掬

月

誓

成

は
じ
め
に

今
年
『
宗
報
』
三
月
号
に
、
本
願
寺
別
荘
伏
見
三
夜
荘
の
除
却

が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
調
査

が
五
月
十
一
日
と
決
定
し
、
筆
者
も
同
行
が
許
さ
れ
、
久
々
に
三

夜
荘
を
訪
れ
た
。
三
夜
荘
に
つ
い
て
は
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
二

楽
荘
と
大
谷
探
検
隊
』
図
録
（
平
成
二
十
六
年
十
月
刊
）
に
詳
細

な
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
触
れ
つ
つ
、
新
た

に
知
り
得
た
史
実
を
述
べ
た
い
。

一

明
如
光
尊
の
時
代

明
如
（
一
八
五
〇
〜
一
九
〇
三
）
は
、
激
動
の
幕
末
・
明
治
を

生
き
た
。
常
に
時
代
に
対
応
す
べ
く
教
団
を
率
い
奮
闘
し
た
。
具

体
的
に
は
、
幕
末
・
明
治
初
頭
に
か
け
て
、
数
度
に
亘
る
朝
廷
へ

の
献
金
や
架
橋
（
御
幸
橋
）
な
ど
に
よ
り
、
天
皇
朝
廷
か
ら
篤
い

信
頼
を
受
け
、
父
広
如
や
義
父
徳
如
を
助
け
、
勤
皇
を
実
行
し
た
。

ま
た
、
禁
門
の
変
で
類
焼
し
た
学
林
を
再
興
し
、
教
育
制
度
を
刷

新
し
、
そ
し
て
集
会
（
宗
議
会
）
を
開
き
、
教
団
の
近
代
化
に
心

血
を
注
い
だ
。
さ
ら
に
は
明
治
政
府
の
神
道
国
教
化
政
策
に
、
つ

ま
り
は
国
策
と
し
て
の
廃
仏
毀
釈
に
昻
然
と
対
峙
し
抵
抗
し
、
大

教
院
離
脱
を
は
た
し
、「
信
教
の
自
由
」
を
勝
ち
と
っ
た
。

宗
門
改
革
に
お
け
る
本
願
寺
宗
務
所
の
東
京
移
転
問
題
に
関
し

て
は
、
本
願
寺
重
鎮
ら
の
反
対
に
あ
い
実
現
出
来
な
か
っ
た
が
、

後
日
、
反
対
派
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
赤
松
連
城
は
、「
彼
の
時
か
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の
改
革
が
実
現
せ
ら
れ
し
な
ら
ば
、
宗
門
の
発
展
は
一
層
大
な
り

し
な
ら
ん
に
、
不
敏
短
見
に
し
て
猥
り
に
阻
止
せ
し
こ
と
は
罪
死

に
当
た
る
と
懺
悔
せ
し
」（
上
原
芳
太
郎
編
『
六
華
遺
音
』）
と
語

っ
た
。

木
戸
孝
允
は
、
明
治
元
勲
中
唯
一
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
本
願

寺
に
義
理
を
尽
く
し
た
た
め
、
葬
儀
に
は
明
如
が
自
ら
導
師
を
勤

め
た
。
三
夜
荘
は
、「
天
の
月

宇
治
川
の
月

盃
の
月
」
を
三

夜
と
し
、
木
戸
が
名
付
け
た
と
伝
わ
る
。
伏
見
桃
山
丘
陵
の
南
西

端
に
位
置
し
、
宇
治
川
を
左
右
に
見
渡
せ
て
、
観
月
橋
を
右
眼
下

に
す
る
景
勝
地
に
あ
る
。
本
館
（
旧
館
）
と
呼
ば
れ
た
最
初
の
建

物
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
新
館
（
明
如
療
養
所
）
は
明
治

三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
そ
れ
ぞ
れ
竣
工
さ
れ
、
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
光
瑞
時
代
に
増
築
さ
れ
た
新
た
な
書
斎
な
ど
も
存

在
し
た
。

当
初
は
、
明
如
の
私
的
な
サ
ロ
ン
で
あ
り
、
療
養
所
で
も
あ
っ

た
。
三
夜
荘
を
訪
れ
た
公
人
は
誠
に
多
彩
だ
。
栄
昭
皇
太
后
（
孝

明
天
皇
皇
后
）、
昭
憲
皇
后
（
明
治
天
皇
皇
后
）、
伊
藤
博
文
（
初

代
内
閣
総
理
大
臣
）、
三
条
実
美
（
内
大
臣
）、
西
園
寺
公
望
（
ベ

ル
ギ
ー
お
よ
び
ド
イ
ツ
公
使
、
後
に
内
閣
総
理
大
臣
）、
ス
ウ
ェ

ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
探
検
隊
長
）
等
々
。
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
三
夜
荘
は
明
如
が
様
々
な

人
び
と
に
遇
い
、
宗
門
の
将
来
の
展
望
・
戦
略
を
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
形
で
思
索
し
た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
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る
。明

如
の
三
十
三
回
忌
に
出
版
さ
れ
た
前
出
の
『
六
華
遺
音
』
に
、

「（
明
如
は
）
徳
川
慶
喜
公
の
晩
年
に
は
親
交
し
て
、
或
る
年
三

夜
荘
に
招
待
し
て
、
半
日
歓

に
消
さ
れ
た
」
と
あ
る
。「
或
る

年
」
と
は
、
慶
喜
が
公
爵
を
授
け
ら
れ
た
後
、
上
洛
し
た
明
治
三

十
五
年
（
一
九
〇
二
）
八
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
、
実
は
こ
の
五

日
前
に
大
谷
光
瑞
が
隊
員
を
率
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
・
ビ
ク
ト
リ
ア

駅
か
ら
仏
蹟
巡
拝
（
第
一
次
大
谷
探
検
隊
）
に
出
発
し
て
い
る
。

「
歓

云
々
」
と
は
、
歓
待
し
て
お
互
い
に
う
ち
と
け
た
と
い
う

意
味
だ
。
さ
ら
に
上
原
は
、
幕
末
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
禁

門
の
変
直
後
、
京
都
守
護
職
の
会
津
藩
が
本
願
寺
を
大
捜
索
し
た

際
、
つ
ま
り
は
長
州
敗
残
兵
の
捜
索
だ
が
、
慶
喜
が
命
じ
て
こ
れ

を
止
め
さ
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
し
て
い
る
。

明
如
は
歌
人
と
し
て
も
著
名
だ
が
、
三
夜
荘
滞
在
中
に
も
多
く

を
詠
ん
で
い
る
。

明
如

ま
れ
人
に

見
せ
ん
と
お
も
ひ
し

足
曳
の

山
は
か
ひ
な
く

雨
に
な
り
ぬ
る

（
明
治
十
七
年
）

こ
の
「
ま
れ
人
」
と
は
、
正
客
主
賓
の
意
味
で
、
植
松
有
経

（
御
歌
所
歌
人
）
と
尾
崎
穴
夫
（
歌
人
）
の
こ
と
だ
。
最
も
来
荘

し
た
人
々
と
言
え
る
。

医
師
で
御
歌
所
寄
人
の
須
川
信
行
の
『
三
夜
荘
歌
会
記
』
を

『
楳

余
芳
』（
護
持
会
財
団
編
、
明
如
二
十
五
回
忌
刊
）
は
記

し
て
い
る
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
正
月
三
十
日
、
明
如

四
十
才
の
こ
と
だ
。
参
会
者
は
、
明
如
・
枝
子
（
明
如
室
）・
山

内
芳
秋
・
尾
崎
穴
夫
・
須
川
信
行
で
、
兼
題
は
『
名
所
梅
』、
計

二
十
一
首
。

明
如

ふ
し
み
山

梅
の
さ
か
り
に

な
り
し
よ
り

わ
か
か
く
れ
家

人
も
と
ひ
け
り

枝
子

梅
渓
の

う
め
の
さ
か
り
は

ふ
し
み
山

た
た
白
妙
に

み
え
わ
た
る
か
な

同
書
の
「
歌
会
三
夜
荘
の
記
」
の
載
る
皇
后
女
官
の
税
所
敦
子
、

歌
人
の
鶴
久
子
な
ど
の
歌
人
を
失
っ
て
、
次
の
よ
う
に
詠
む
。

明
如

こ
ぞ
こ
と
し

こ
と
ば
の
友
を

川
水
の

か
え
ら
ぬ
旅
に

た
ゝ
せ
つ
る
哉

（
明
治
三
十
四
年
）

宮
中
御
歌
所
の
高
崎
正
風
・
大
口
鯛
二
・
阪
正
臣
な
ど
も
よ
く

来
荘
し
、
歌
会
や
宴
会
が
催
さ
れ
た
。
高
崎
正
風
は
御
歌
所
初
代

所
長
で
、
天
皇
や
皇
族
に
和
歌
を
詠
進
し
た
。
明
如
と
は
親
交
が

深
く
、
明
如
は
歌
の
師
と
仰
い
だ
。
後
に
明
如
遷
化
の
と
き
、
名
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号
六
字
を
題
に
弔
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
六
首
の
冒
頭
の
一
首
を
掲

げ
る
。

正
風

南
み
た
よ
り

外
の
手
向
は

な
か
り
け
り

た
た
あ
り
し
世
の

お
も
ひ
出
ら
れ
て

ま
た
彼
は
、
明
如
七
回
忌
に
出
版
さ
れ
た
『
六
華
集
』
に
序
を
、

跋
に
は
大
口
鯛
二
（
周
魚
）
が
寄
稿
し
て
い
る
。
な
お
話
が
前
後

す
る
が
、
大
口
は
明
治
二
十
年
代
毎
夏
に
来
荘
し
、
明
治
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
八
月
、
明
如
の
依
頼
に
よ
り
本
願
寺
蔵
を
調
査

し
、
後
奈
良
天
皇
下
賜
の
『
三
十
六
人
家
集
』、
い
わ
ゆ
る
「
石

山
切
」
を
発
見
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

明
如
の
あ
り
し
日
を
偲
ん
で
、
次
女
武
子
（
後
の
九
条
）
は
、

三
夜
荘

父
が
い
ま
し
し

春
の
頃
は

（ころ）

花
も
わ
が
身
も

幸
多
か
り
し

（
父
の
法
会
に
）

と
残
し
て
い
る
（『
金
鈴
』）。

二

鏡
如
光
瑞
の
時
代

光
瑞
（
一
八
七
六
〜
一
九
四
八
）
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一

四
）
の
宗
主
辞
任
後
、
活
動
の
拠
点
を
中
国
大
陸
や
東
南
ア
ジ
ア

に
移
す
が
、
帰
国
時
は
神
戸
二
楽
荘
を
失
っ
た
た
め
、
多
く
を
三

夜
荘
に
て
過
ご
し
た
。
と
く
に
昭
和
に
入
る
と
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の

様
な
「
光
寿
会
」「
光
瑞
会
」
が
発
足
し
、（『
鏡
如
上
人
年
譜
』

に
よ
れ
ば
、「
光
寿
会
」
は
大
乗
仏
教
の
深
理
に
つ
い
て
光
瑞
の

指
導
を
仰
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
、「
光
瑞
会
」
は
処
世
に
つ
い
て

光
瑞
の
指
導
を
眼
目
と
す
る
）、
両
会
の
園
遊
会
な
ど
が
三
夜
荘

に
て
催
さ
れ
た
。
ま
た
連
枝
（
宗
主
の
親
族
）
や
他
宗
派
の
管
長
、

総
長
を
招
い
て
時
局
の
話
や
園
遊
会
、
観
桜
会
な
ど
に
も
使
用
さ

れ
た
。

さ
て
、
本
願
寺
別
府
別
院
内
に
あ
る
光
瑞
の
遺
品
を
陳
列
す
る

大
谷
記
念
館
は
、
一
冊
の
写
真
ア
ル
バ
ム
を
所
蔵
す
る
。
こ
れ
は

戦
前
・
戦
中
の
あ
る
時
期
、
光
瑞
の
秘
書
を
務
め
、
ま
た
光
瑞
門
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下
生
の
つ
ど
い
で
あ
る
瑞
門
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
故
末
広

正
昭
の
寄
贈
に
よ
る
も
の
だ
。
そ
の
中
に
昭
和
六
年
（
一
九
三

一
）
正
月
元
日
撮
影
（
年
代
に
つ
い
て
は
昭
和
三
年
、
同
八
年
と

諸
説
あ
る
）
の
三
夜
荘
内
部
が
二
枚
あ
る
。

旧
館
（
本
館
）
の
書
院
で
、
光
瑞
関
係
の
書
籍
等
で
散
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
前
出
の
『
二
楽
荘
と
大
谷
探
検
隊
』

図
録
で
も
同
様
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
元
旦
で
あ
る
か
ら

床
飾
り
が
あ
り
、
床
の
間
は
桂
離
宮
松
琴
亭
な
ど
で
見
ら
れ
る
市

松
模
様
で
面
白
い
。
ま
た
現
代
人
の
感
覚
・
常
識
で
は
些
か
趣
味

が
宜
し
く
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
虎
成
獣
の
毛
皮
が
二
枚
敷

か
れ
て
い
る
。
二
楽
荘
本
館
の
印
度
室
や
英
国
室
に
同
様
の
写
真

が
見
ら
れ
る
が
、
同
一
の
虎
皮
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も

実
に
気
に
な
る
。

何
よ
り
印
象
的
な
の
は
、
床
の
間
の
落
し
掛
け
に
「
押
し
ピ
ン

で
と
め
ら
れ
て
い
る
」（
和
田
秀
寿
氏
談
）
紙
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
が
書
か
れ
て
い
る
。
入
澤
崇
氏
に
直
訳
し
て
も
ら
う
と
「
獣

王
た
る
獅
子
に
相
応
し
い
も
の
は

お
そ
れ
に
震
え
る
事
の
な
い

勇
猛
な
る
明
晰
な
る
知
力
で
あ
る
」。
同
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
文
は
、

仏
説
無
量
寿
経
の
文
で
、
仏
国
土
に
生
ま
れ
た
求
道
者
た
ち
に
つ

い
て
、
ブ
ッ
ダ
が
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
し
て
比
喩
を
交
え
て
説
く
場

面
の
一
節
と
の
こ
と
で
あ
る
。

誰
が
何
の
目
的
で
こ
の
様
な
文
を
書
い
て
落
し
掛
け
な
ど
に
貼

り
付
け
た
か
。
答
え
は
二
枚
目
の
写
真
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
床
の

間
の
前
に
大
谷
学
生
（
中
学
生
）
と
思
し
き
人
物
が
二
人
、
同
じ

形
の
上
着
で
や
や
緊
張
ぎ
み
に
直
立
し
て
い
る
。
恐
ら
く
お
付
き

の
者
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
人
の
前
面
に
広
い
テ
ー
ブ
ル
が
あ
り
、

本
や
万
年
筆
な
ど
の
文
具
が
置
か
れ
て
い
る
。
写
真
の
キ
ャ
プ
ュ

シ
ョ
ン
に
「
三
夜
荘
の
御
書
斎
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
旧
館
書

院
は
光
瑞
の
書
斎
と
な
っ
て
い
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
正

に
自
身
を
鼓
舞
す
る
言
葉
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
全
生
涯
を

貫
く
自
身
の
姿
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
文
を
頭
上
後
方
に
掲
げ
、
読
書
や
著
述
す
る
光
瑞
を
想
像

す
る
と
き
、
心
よ
り
の
憧
惑
を
覚
え
る
。

三

三
夜
荘
の
現
状

前
述
し
た
が
八
、
九
年
ぶ
り
に
三
夜
荘
を
訪
ね
た
。
新
館
と
光
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瑞
時
代
の
本
玄
関
、
そ
の
他
の
半
ば
廃
墟
に
な
っ
た
建
物
に
入
っ

た
。
電
気
が
通
っ
て
い
な
い
の
で
内
部
は
暗
い
。
し
か
も
土
足
で

ゴ
ソ
ゴ
ソ
と
歩
き
回
っ
た
。
三
夜
荘
の
歴
史
を
思
え
ば
、
何
と
も

無
礼
な
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
除
却
さ
れ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う

事
を
思
え
ば
、
感
慨
無
量
で
あ
る
。
敷
地
約
三
千
坪
と
い
う
が
、

南
西
側
、
つ
ま
り
宇
治
川
が
見
渡
せ
る
崖
の
方
だ
が
、
絶
壁
で
は

な
く
い
く
つ
か
の
段
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
多
少
な
り
と
も
広

く
感
じ
ら
れ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
小
さ
な
防
空
壕
な
ど
も
あ

っ
た
。
前
回
よ
り
は
何
よ
り
真
竹
・
孟
宗
竹
が
伸
び
や
か
に
雑
然

と
生
え
、
宇
治
川
は
見
え
な
い
。
梅
や
桜
な
ど
は
影
を
ひ
そ
め
、

本
当
に
痛
々
し
い
状
態
だ
。

そ
の
桜
と
い
え
ば
、
明
如
は
梅
を
好
み
、
自
ら
楳

と
号
し
た
。

光
瑞
は
桜
を
好
み
、
先
代
佐
野
藤
右
衛
門
と
共
に
日
本
中
に
存
在

す
る
す
ぐ
れ
た
品
種
の
桜
を
苗
に
し
て
、
大
陸
に
一
〇
〇
万
本
移

植
す
る
夢
な
ど
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
三
夜
荘
に
も
様
々
な
桜

が
植
え
ら
れ
た
が
、
今
は
な
き
「
紅
虎
の
尾
」
は
先
代
藤
右
衛
門

が
発
見
し
、
光
瑞
命
名
の
「
市
原
虎
ノ
尾
」
の
変
種
だ
そ
う
で
、

い
ま
で
も
貴
重
な
一
つ
だ
そ
う
だ
（
当
代
藤
右
衛
門
談
）。

三
夜
荘
は
ま
た
、
光
瑞
大
谷
学
生
募
集
の
拠
点
と
も
な
っ
た
。

『
大
谷
光
瑞
上
人
生
誕
百
年
記
念
文
集
』（
昭
和
五
十
三
年
刊
）

に
は
、
三
夜
荘
に
て
試
験
や
面
接
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
一
時
、
学
生
の
共
同
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
た
事
が
諸
々
に

散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
「
本
願
寺
の
明
星
」
と
題
し
、
仁
本
正

恵
が
「
上
人
は
平
生
伏
見
の
三
夜
荘
に
お
ら
れ
た
が
、
大
東
亜
戦

の
頃
か
ら
、
神
戸
北
野
町
に
寓
居
を
定
め
」
と
あ
る
が
、
そ
の
神

戸
北
野
町
の
別
邸
が
如
何
な
る
様
子
で
あ
っ
た
の
か
、
史
料
も
な

く
今
で
は
知
る
よ
し
も
な
い
。

日
本
は
、
日
中
戦
争
と
や
が
て
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い

く
。
二
宗
主
の
私
的
サ
ロ
ン
と
し
て
の
三
夜
荘
は
、
時
代
と
共
に

徐
々
に
そ
の
役
割
を
失
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
き
く
づ
き

せ
い
じ
ょ
う

本
願
寺
別
府
別
院
大
谷
記
念
館
副
館
長
）

※

※

※

※

※

※
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本
願
寺
の
「
胞
衣
納
」
に
つ
い
て

広
如
・
徳
如
の
子
ど
も
か
ら

長

瀬

由

美

は
じ
め
に

出
産
は
現
在
で
も
死
に
至
る
場
合
が
あ
る
が
、
医
学
が
今
ほ
ど

発
達
し
て
い
な
い
時
代
に
は
死
と
隣
り
合
う
人
生
の
危
機
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
出
産
に
際
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
・
習
俗
が
生
ま

れ
、
出
産
に
は
穢
れ
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
穢
れ
に
つ
な
が
る
出
産
を
、
本
願
寺
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し

て
い
た
の
か
を
知
る
端
緒
と
し
て
、
拙
稿
「
本
願
寺
に
お
け
る
産

所
に
つ
い
て
｜
広
如
・
徳
如
期
よ
り
｜
」（『
本
願
寺
史
料
研
究
所

報
』
第
四
六
号
。
以
下
、
拙
稿
と
略
記
）
で
出
産
場
所
に
つ
い
て

考
察
を
し
た
。
出
産
時
に
は
、
出
産
場
所
と
し
て
産
屋
・
産
所
を

設
け
、
日
常
生
活
と
は
違
う
場
所
で
お
こ
な
う
の
が
常
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
本
願
寺
に
お
い
て
は
産
所
を
「
穢
之
間
」
と
し
て

設
置
し
、
出
産
後
、
忌
み
が
明
け
始
め
る
御
七
夜
に
「
穢
之
間
」

を
取
り
払
う
こ
と
で
対
応
し
て
い
た
。「
穢
之
間
」
で
あ
る
産
所

を
ど
こ
に
設
け
る
か
は
出
産
す
る
女
性
の
立
場
、
す
な
わ
ち
妻
か

妻
で
な
い
か
に
よ
り
違
い
が
あ
っ
た
。
妻
の
立
場
に
あ
る
女
性
は

そ
の
居
館
で
お
こ
な
い
、
妻
以
外
の
女
性
で
は
そ
の
時
の
妻
の
状

況
に
よ
っ
て
、
建
物
が
用
意
さ
れ
る
時
と
さ
れ
な
い
時
と
に
分
か

れ
た
。

で
は
、
出
産
後
に
母
体
か
ら
排
出
さ
れ
る
胎
盤
を
ど
の
よ
う
に

あ
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
胎
盤
は
「
胞
衣
」
と
呼
ば
れ
、

胞
衣
の
取
り
扱
い
が
子
ど
も
の
禍
福
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
胞
衣
の
取
り
扱
い
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
・
作
法
が
生

ま
れ
た
。
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
史
料
や
日
次
記
な
ど
に
「
胞
衣

納
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
本
願
寺
に
お
い
て
も
「
胞
衣
納
」
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
本
願
寺
に
お
け
る
胞
衣

納
に
つ
い
て
、
第
二
十
代
広
如
と
そ
の
法
嗣
徳
如
の
子
ど
も
か
ら

検
討
す
る
。
な
お
、
検
討
す
る
人
々
の
呼
称
は
、
本
稿
作
成
に
使

用
す
る
史
料
に
記
載
の
ま
ま
用
い
た
。

「
胞
衣
納
」
に
関
わ
る
人
と
胞
衣
納
の
日
取
り

本
願
寺
に
お
い
て
胞
衣
納
は
胞
衣
納
役
を
任
命
し
て
お
こ
な
っ

て
い
る
。
広
如
と
益
君
の
間
に
誕
生
し
た
祚
君
を
例
に
あ
げ
る
。

祚
君
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
六
月
朔
日
に
誕
生
す
る
が
、
益

君
の
妊
娠
は
正
月
十
五
日
に
治
定
し
、
正
月
二
十
日
に
坊
官
下
間

少
進
以
下
十
人
が
御
慶
事
掛
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
出
産
が
近
く

な
っ
た
五
月
四
日
に
、
御
慶
事
掛
の
な
か
か
ら
胞
衣
納
役
が
任
命

さ
れ
、
胞
衣
納
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

一
御
誕
生
被
為
在
候
節

富
嶋
頼
母

御
産
髪
垂
被
仰
付
之
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一
右
同
断

大
西
隼
人

御
胞
衣
納
之
役
被
仰
付
之

一
右
同
断

前
田
左
近
右
衛
門

（「
晟
章
殿
御
記
録
」
天
保
二
年
五
月
四
日
条
）

一
辰
ノ
刻

御
胞
衣
納

隼
人

左
近
右
衛
門

（「
御
日
記
」
天
保
二
年
六
月
七
日
条
）

祚
君
の
胞
衣
納
は
胞
衣
納
役
二
人
で
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
他

の
子
ど
も
で
は
胞
衣
納
役
の
ほ
か
に
、
胞
衣
納
下
役
・
付
添
・
見

分
・
見
計
役
の
役
名
の
者
、
奥
勤
め
の
女
性
の
名
前
が
あ
り
、
胞

衣
納
は
複
数
人
の
立
ち
あ
い
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。

祚
君
の
胞
衣
納
は
六
月
七
日
で
、
こ
れ
は
祚
君
の
御
七
夜
に
あ

た
る
日
で
あ
る
。
広
如
の
子
ど
も
の
胞
衣
納
日
を
以
下
に
ま
と
め

る
。

誕

生

胞
衣
納
日

祚とし
君

天
保
二
年
六
月
朔
日

六
月
七
日
辰
刻

怜さと
姫

天
保
三
年
十
月
三
日

邦くに
君

天
保
三
年
十
二
月
十
八
日

十
二
月
二
十
四
日
巳
刻

需まつ
君

天
保
八
年
六
月
二
十
五
日

七
月
三
日
巳
刻
前

鶴つる
君

天
保
十
一
年
七
月
三
日

七
月
九
日
巳
刻

峩たか
君

嘉
永
三
年
二
月
四
日

二
月
十
日
辰
刻

簡ひろ
君

嘉
永
五
年
閏
二
月
十
九
日

閏
二
月
二
十
五
日
辰
刻

朴なお
姫

文
久
三
年
九
月
十
五
日

九
月
二
十
一
日
酉
刻

胞
衣
納
日
の
記
事
が
み
え
な
い
怜
姫
を
除
い
て
、
広
如
の
子
ど

も
の
胞
衣
納
は
子
ど
も
の
御
七
夜
に
あ
た
る
日
に
お
こ
な
っ
て
い

る
。
御
七
夜
は
忌
み
が
明
け
て
い
く
節
目
と
し
て
祝
が
お
こ
な
わ

れ
る
が
、
本
願
寺
で
は
御
七
夜
の
祝
を
本
来
の
御
七
夜
の
日
と
は

違
う
別
の
日
に
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
る
。
峩
君
で
は
、「
若
君
様
、

今
日
御
七
夜
ニ
付
、
御
祝
等
御
彼
岸
中
ゆ
へ
、
御
二
七
夜
迄
御
延

引１
）

」
と
、
彼
岸
中
を
理
由
に
御
七
夜
の
祝
を
延
引
し
て
い
る
。
簡

君
も
、「
精
日
ニ
付
」
と
二
十
五
日
の
御
七
夜
の
祝
を
翌
二
十
六

日
と
し
て
い
る２

）
。
峩
君
・
簡
君
と
も
に
、
御
七
夜
の
祝
を
本
願
寺

の
事
情
に
よ
り
延
引
し
て
い
る
が
、
胞
衣
納
は
延
引
す
る
こ
と
な

く
御
七
夜
に
あ
た
る
日
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
怜
姫
で
は
胞
衣
納

の
記
事
は
な
い
が
、「
御
七
夜
昨
日
之
所
御
法
事
ゆ
へ
今
日
ニ
御

の
ひ
あ
そ
は
し
候３

）
」
と
御
七
夜
の
祝
を
延
引
し
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
広
如
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
徳
如４

）
の
子
ど
も
の
胞
衣
納

も
健たけ
麿
を
除
い
て
、
御
七
夜
の
祝
を
延
引
し
て
も
胞
衣
納
は
御
七

夜
に
あ
た
る
日
に
お
こ
な
っ
て
い
る５

）
。
こ
れ
ら
か
ら
、
怜
姫
の
御

七
夜
の
祝
を
「
御
法
事
」
を
理
由
に
延
引
し
て
も
、
胞
衣
納
は
延

引
す
る
こ
と
な
く
御
七
夜
に
あ
た
る
日
に
お
こ
な
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
広
如
・
徳
如
の
子
ど
も
の
胞
衣
納
か
ら
、
御
七
夜
に
あ
た

る
日
に
胞
衣
納
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
絶
対

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
徳
如
の
子
ど
も
の
健
麿
の
御
七
夜

の
祝
は
、「
御

逮
）夜

」
を
理
由
に
日
取
り
を
変
更
す
る
の
で
あ
る

が
、
延
引
す
る
の
で
は
な
く
、
徳
如
の
結
婚６

）
が
迫
っ
て
い
る
た
め
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に
前
倒
し
を
し
て
御
七
夜
に
あ
た
る
日
の
前
日
に
祝
を
お
こ
な
い
、

胞
衣
納
も
御
七
夜
の
祝
と
同
じ
日
の
朝
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
本
願
寺
の
宗
主
・
法
嗣
の
子
ど
も
の
胞
衣
納
は
、

御
七
夜
に
当
た
る
日
に
お
こ
な
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
御
七
夜

に
お
こ
な
う
祝
は
本
願
寺
の
事
情
に
よ
り
延
引
す
る
こ
と
が
あ
る

が
、
胞
衣
納
は
延
引
す
る
こ
と
な
く
御
七
夜
に
あ
た
る
日
に
お
こ

な
う
こ
と
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
御
七
夜
に
あ
た
る
日
も
絶
対

と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
御
七
夜
の
祝
ま
で
に
胞
衣
納
を
お
こ

な
う
こ
と
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

御
七
夜
に
は
、
誕
生
し
た
子
ど
も
の
父
母
へ
祝
儀
物
が
献
上
さ

れ
、
父
母
か
ら
も
医
師
や
産
婆
、
そ
の
ほ
か
出
産
に
関
わ
っ
た

人
々
へ
下
付
物
を
与
え
て
い
る
。
祚
君
の
御
七
夜
で
は
、
益
君
か

ら
「
御
胞
衣
納
ニ
付
」
と
し
て
、
胞
衣
納
役
の
二
人
に
金
子
が
下

付
さ
れ７

）
、
他
の
子
ど
も
た
ち
に
お
い
て
も
、
胞
衣
納
役
の
者
へ
金

子
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
怜
姫
で
は
胞
衣
納
役
の
者
へ
の
金
子
下

付
に
加
え
て
、「
一
銭
七
百
文
、
御
胞
衣
納
メ
地
所
土
掘
申
付
候

ニ
付８

）
」
と
、
胞
衣
を
納
め
る
場
所
の
穴
を
掘
っ
た
源
次
郎
へ
も
下

付
金
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

胞
衣
桶
に
つ
い
て

胞
衣
は
土
器
や
桶
に
入
れ
て
処
理
を
お
こ
な
っ
た
が
、
本
願
寺

で
は
ど
の
よ
う
な
容
器
を
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願

寺
に
お
い
て
胞
衣
を
納
め
る
容
器
は
、
出
産
の
た
め
の
準
備
品
を

記
し
た
帳
面
に
「
胞
衣
桶
」
と
記
し
て
お
り
、
桶
を
使
用
し
、
出

産
準
備
品
の
一
つ
と
し
て
用
意
し
た
。
帳
面
の
日
付
か
ら
品
々
は

出
産
の
二
、
三
ヶ
月
前
か
ら
準
備
を
し
て
い
る
。
出
産
準
備
品
の

記
録
は
怜
姫
・
邦
君
・
峩
君
の
三
人
に
あ
り
、
ま
ず
怜
姫
で
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

（
貼
紙
）

「
御
品
通
り
以
下
、
鶴
亀
松
竹
白
絵
ア
リ
一
対
」

一
御
胞
衣
納
桶

壱
ツ

（「
天
保
三
年
辰
年
七
月
怜
姫
御
方
御
誕
生
御
妾
服
調

（ママ）
進
物
納
メ
帳
」）

胞
衣
桶
の
等
級
は
下
の
物
で
、
鶴
亀
松
竹
の
白
絵
が
描
か
れ
て

い
る
。
材
質
・
大
き
さ
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
次
に
邦

君
を
み
て
み
る
。

御
胞
衣
桶

鶴
亀
松
竹
之
白
絵
あ
り

壱
対

（
朱
筆
）

「
右
先
達
而

之
御
胞
衣
桶
余
り
結
構
過
候
間
、
木
柄

余
り
御
念
不
入
、
御
懸
流
し
之
心
得
ニ
而

、
御
作

法
通
り
調
進
之
事
」

御
押
桶

右
同
断

壱
対

（
朱
筆
）

「
右
別
而

粗
末
ニ
而

宜
候
間
、
心
得
違
無
之
様
御
□

□
候
事
」

（「
天
保
三
年
壬
辰
年
十
月
御
産
所
御
入
用
御
品
書
」）

邦
君
の
胞
衣
桶
も
、
怜
姫
と
同
様
に
鶴
亀
松
竹
の
白
絵
が
描
か

れ
て
お
り
、
桶
そ
の
も
の
の
等
級
に
つ
い
て
は
先
の
胞
衣
納
に
使
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用
し
た
桶
が
「
結
構
過
」
だ
っ
た
の
で
、
今
回
の
品
は
「
念
不

入
」、「
御
懸
流
し
」
と
あ
る
。「
御
懸
流
し
」
に
は
使
い
捨
て
の

意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
高
級
な
品
を
求
め
て
い
な
い
。
桶
の

単
位
を
対
と
し
て
い
る
の
は
、
本
体
と
蓋
と
の
部
分
か
ら
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
邦
君
の
記
事
で
は
、「
御
胞
衣
桶
」
に
続
い

て
、「
御
押
桶
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
明
治
天
皇
紀９

）
』
に
よ
る

と
、
押
桶
は
新
生
児
の
部
屋
の
床
の
間
に
二
つ
で
一
対
と
し
て
置

い
た
。
押
桶
に
も
胞
衣
桶
と
同
様
に
白
絵
が
描
か
れ
、
一
つ
に
は

米
一
包
・
花
結
の
糸
二
条
、
も
う
一
つ
に
は
青
石
三
個
・
方かな
頭がしら

魚
二
尾
を
入
れ
た
。
新
生
児
の
穢
れ
を
祓
い
、
長
寿
に
通
じ
る
物

と
し
て
使
用
し
て
い
た10

）
。

三
人
目
の
峩
君
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

御
中
通
り
以
下

一
御
胞
衣
桶

壱
対

鶴
亀
松
竹
梅
白
絵
ア
リ
、
檜
木
地
、
当
度
壱
ツ

差
渡
八
寸
三
分
、
か
わ
高
サ
六
寸
八
分
、
蓋
か
わ
六
分

但
、
外
箱
桐
野
呂
蓋

細
白
練
丸
ル

外
箱
八
寸
八
分
四
方
、
深
サ
五
寸
三
分
、
蓋
か
わ
弐
寸
三
分

御
台
と
も
九
寸
三
分
四
方
、
足
高
サ
三
寸
五
分
、
十
文
字
足

一
御
押
桶

当
度
御
用
意
ニ
不
及

壱
対

（「
嘉
永
二
酉
年
十
一
月
御
慶
事
御
用
調
進
物
申
附
帳
」）

峩
君
で
は
、
描
か
れ
て
い
る
絵
、
桶
の
等
級
に
加
え
て
、
使
用

し
て
い
る
木
と
桶
の
大
き
さ
を
記
し
て
い
る
。
外
箱
・
台
も
用
意

し
て
い
た
。
峩
君
の
胞
衣
桶
の
格
は
「
御
中
通
り
以
下
」
で
、
怜

姫
・
邦
君
の
胞
衣
桶
を
格
の
高
い
品
と
し
な
い
こ
と
に
共
通
し
て

お
り
、
本
願
寺
で
は
胞
衣
桶
に
高
級
な
品
を
使
用
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
人
の
胞
衣
桶
に
は
鶴
亀
松
竹
の
白
絵
が
共
通
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
誕
生
し
た
祐さちの
宮みや
（
明
治
天

皇
）
に
使
用
し
た
胞
衣
桶
に
も
「
白
木
を
以
て
製
し
、
胡
粉
を
以

て
松
竹
鶴
亀
を
画
く
、
こ
れ
を
白
絵
と
称
す
、
梅
花
は
其
の
散
る

を
忌
み
て
画
か
ず11

）
」
と
、
本
願
寺
で
使
用
し
て
い
た
胞
衣
桶
と
同

じ
彩
色
を
施
し
た
絵
が
描
か
れ
て
い
る12

）
。
さ
ら
に
、
仙
台
藩
藩
主

伊
達
家
の
墓
所
跡
か
ら
胞
衣
桶
と
そ
れ
を
納
め
る
青
銅
容
器
が
出

土
し13

）
た
が
、
そ
の
桶
は
杉
材
で
、
側
板
外
側
に
は
親
子
と
思
わ
れ

る
三
羽
の
鶴
と
二
匹
の
亀
、
松
と
竹
が
白
色
の
顔
料
で
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
天
皇
家
・
大
名
家
と
同
じ
仕
様
の
胞
衣
桶
を

本
願
寺
は
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
に
出
た
香
月
牛
山
『
小
児
必
要
養
育
草14

）
』
に
、
胞

衣
納
の
方
法
と
し
て
、
胞
衣
を
水
で
洗
い
、
白
く
彩
色
し
鶴
亀
松

竹
の
絵
を
描
い
た
杉
桶
に
入
れ
て
、
吉
方
の
方
角
を
選
ん
で
人
の

踏
ま
な
い
場
所
の
土
中
深
く
に
納
め
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
鶴
亀

松
竹
を
描
い
た
胞
衣
桶
に
胞
衣
を
入
れ
る
こ
と
は
、
天
皇
家
・
大

名
家
や
そ
れ
に
準
じ
る
階
級
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い15

）
。

峩
君
で
は
誕
生
時
に
用
意
さ
れ
た
品
々
の
納
入
者
及
び
そ
の
価

格
の
記
録
を
ま
と
め
て
袋
に
入
れ
て
い
る16

）
。
胞
衣
桶
を
納
入
し
た

の
は
木
具
屋
甚
兵
衛
で
あ
る
。
木
具
屋
は
胞
衣
桶
の
他
に
御
産
着
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台
、
竹
刀
な
ど
木
製
の
品
を
納
め
て
い
る
。
胞
衣
桶
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
四
拾
三
匁

御
胞
衣
桶

壱

同
下
台
と
も

桐
野
良
蓋
外
箱

壱

白
ね
り
ひ
も
共

（「
嘉
永
弐
酉
十
二
月
御
慶
事
御
用
之
通
」）

出
産
準
備
品
の
記
録
が
あ
る
三
人
の
胞
衣
桶
は
、
格
や
描
か
れ

て
い
る
絵
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、
価
格
が
判
明
し
て
い
る

の
は
、
広
如
の
子
ど
も
で
は
峩
君
の
胞
衣
桶
一
点
の
み
で
あ
る17

）
。

胞
衣
納
の
場
所
に
つ
い
て

胞
衣
桶
は
出
産
準
備
品
と
し
て
用
意
さ
れ
、
御
七
夜
に
あ
た
る

日
に
胞
衣
納
を
お
こ
な
う
こ
と
を
原
則
と
し
、
担
当
者
の
役
名
・

氏
名
も
判
明
し
た
が
、
胞
衣
を
納
め
た
場
所
を
示
す
記
録
は
現
時

点
で
は
不
明
で
あ
る
。

胞
衣
納
の
場
所
に
関
係
す
る
史
料
と
し
て
、
益
君
が
祚
君
を
出

産
す
る
際
の
史
料
群
中
に
、
生
家
で
あ
る
鷹
司
家
か
ら
胞
衣
納
に

つ
い
て
書
い
て
い
る
書
状
が
一
通
あ
る18

）
。
日
付
は
五
月
七
日
で
、

宛
名
は
下
間
少
進
、
差
出
人
は
牧
治
部
少
輔
で
あ
る
。
こ
の
書
状

は
益
君
が
祚
君
を
妊
娠
・
出
産
し
た
時
の
文
書
類
を
入
れ
た
旨
の

上
書
き
が
あ
る
袋
に
入
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
日
付
の
五
月

七
日
は
天
保
二
年
と
考
え
ら
れ
る
。

（
端
裏
）

「
下
間
少
進
様

牧
治
部
少
輔
」

御
手
紙
致
拝
見
候
、
薄
暑
之
節
候
処
、
弥
御
安
全
被
成
御
勤

珍
重
奉
存
候
、
然
者

過
日
御
問
合
御
座
候
御
胞
衣
納
方
御
取

扱
之
儀
御
問
合
之
趣
致
承
知
候
、
右
ハ
先
日
も
粗
申
入
候
通
、

此
御
方
御
取
扱
之
儀
者

、
兼
日
陰
陽
師
へ
日
時
・
方
角
等
勘

出
等
被
仰
付
、
方
角
之
社
地
御
霊
、
或
ハ
吉
田
等
、
何
方
ニ

而
も
吉
方
之
地
へ
侍
分
之
者
致
持
参
、
社
家
へ
応
対
之
上
、

可
然
場
所
へ
御
胞
衣
ヲ
埋
メ
、
上
ニ
竹
ヲ
四
方
ニ
立
、
注
連

ヲ
引
、
其
儘
帰
り
候
事
ニ
御
座
候
、
尤
聊
社
家
へ
挨
拶
遣
候

事
ニ
御
座
候
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
且
又
御
見
合
ニ
ハ

不
相
成
義
ニ
御
座
候
得
と
も
、
女
御
様
近
頃
御
降
誕
之
節
、

御
胞
衣
被
納
候
御
様
子
問
合
、
別
紙
之
通
ニ
候
、
甚
御
厳
重

之
御
事
ニ
候
間
、
他
所
之
例
ニ
不
相
成
義
ニ
候
、
貴
様
迄
鳥

渡
掛
御
目
候
、
上
へ
御
差
出
し
等
ハ
無
之
様
致
度
候
、
御
一

覧
之
上
、
御
返
し
可
被
下
候
、
以
上

五
月
七
日

差
出
人
の
牧
治
部
少
輔
は
鷹
司
家
の
家
司
で
あ
る
。
祚
君
の
母

で
あ
る
益
君
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
五
月
七
日
に
鷹
司
家

か
ら
嫁
い
で
い
る
。
祚
君
は
翌
年
六
月
朔
日
に
誕
生
し
て
い
る
の

で
、
益
君
の
初
産
が
間
近
に
な
り
、
胞
衣
納
に
つ
い
て
の
問
い
合

わ
せ
を
本
願
寺
か
ら
益
君
の
生
家
鷹
司
家
に
お
こ
な
い
、
そ
れ
へ

の
返
答
書
で
あ
る
。
こ
の
書
状
に
は
胞
衣
納
の
日
時
と
場
所
・
納

め
方
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
本
願
寺
か
ら
の
問
い
合
わ
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せ
に
は
胞
衣
を
入
れ
る
容
器
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
書
状
以
外
に
も
本
願
寺
が
鷹
司
家
へ
御
七
夜
・
忌
明

に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
鷹
司
家

か
ら
の
書
状
が
あ
る
。
本
願
寺
が
こ
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
を
お

こ
な
っ
た
の
は
、
益
君
が
鷹
司
家
か
ら
嫁
ぎ
、
そ
し
て
出
産
を
迎

え
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
本
願
寺
の
宗
主

が
格
の
高
い
家
の
娘
を
妻
に
迎
え
る
の
は
、
寛
永
二
年
（
一
六
二

五
）
に
第
十
三
代
良
如
が
九
条
家
の
娘
（
九
条
忠
栄
の
娘
通みち
、
貞

梁
院
如
高
）
と
結
婚
し
た
の
が
最
初
で
、
そ
の
後
、
鷹
司
家
・
二

条
家
や
宮
家
か
ら
妻
を
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、
出
産
と
な
る
と
、

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
第
十
四
代
寂
如
が
鷹
司
信
房
の
娘
幸さい

（
将
軍
徳
川
家
光
の
妻
の
妹
、
貞
淑
院
如
瑞
）
を
迎
え
、
二
人
の

娘
を
出
産
し
て
か
ら
は
絶
え
て
い
る
。
家
格
の
高
い
家
か
ら
迎
え

た
妻
が
出
産
を
す
る
の
は
百
六
十
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め

に
、
生
家
へ
出
産
儀
礼
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
お
こ
な
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鷹
司
家
の
胞
衣
納
に
つ
い
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
書
状
で
は
あ
る
が
、
祚
君
を
は
じ
め
広
如
の

子
ど
も
の
胞
衣
納
場
所
に
つ
い
て
の
史
料
は
他
に
無
く
、
益
君
の

子
ど
も
の
胞
衣
納
の
場
所
を
決
定
す
る
際
に
、
書
状
に
あ
る
事
柄

を
お
こ
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

広
如
の
子
ど
も
の
胞
衣
納
の
場
所
を
知
る
こ
と
は
、
現
存
の
史

料
か
ら
は
で
き
な
い
が
、
徳
如
の
子
ど
も
で
あ
る
枝
君
の
胞
衣
納

で
、
場
所
に
つ
い
て
手
が
か
り
と
な
る
記
事
が
あ
る
。
枝
君
は
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
九
月
二
日
に
、
父
を
徳
如
、
母
を
幹もと
君
と

し
て
誕
生
し
た
。
誕
生
に
関
す
る
記
録
類
中
に
「
幹
君
様
初
而

御

着
帯
御
祝
諸
事
留
帳
」
と
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
史
料
が
あ
り
、

次
の
記
事
が
あ
る
。

一
九
月
三
日
、
御
胞
衣
納
御
場
所
見
分
ニ
付
、
隼
人
・
左
馬

太
両
人
百
花
園
江

罷
越

枝
君
誕
生
の
翌
日
に
、
胞
衣
納
役
（
大
西
隼
人
・
岡
本
左
馬

太
）
が
胞
衣
納
の
場
所
と
し
て
百
花
園19

）
を
見
分
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
百
花
園
は
「
法
如
の
時
百
花
園
を
開
き
た
れ
ば
、
内
境

内
は
路
を

え
て
北
に
拡
が
り
、
堀
川
支
流
を
境
と
し
て
本
國
寺

に
対
せ
り
」
と
『
楳

余
芳
』
に
は
あ
る20

）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
第

十
七
代
法
如
の
代
（
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
か
ら
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
））
に
、
境
内
の
北
側
に
開
い
た
と
す
る
が
、
正
確

な
年
代
は
不
明
で
あ
る
。「
百
花
園
」
の
名
称
が
い
つ
頃
つ
け
ら

れ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
百
花
園
内
に
は
明
月
楼
・
三
笑
亭
な
ど

と
名
付
け
ら
れ
た
建
物
や
池
が
あ
り
、
そ
の
規
模
は
東
西
約
七
十

間
（
約
一
二
五
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る21

）
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
発
行
さ
れ
た
『
本
派
本
願
寺

名
所
絵
図
』
に
、
百
花
園
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

百
花
園

亭
は
境
内
の
西
北
に
あ
り
て
後
園
と
い
ふ
、
荘
中

花
卉
多
く
を
配
植
し
庭
に
は
清
泉
を
湛
ひ
て
翠
緑
深
く
、
春

は
花
、
夏
は
納
涼
の
夕
景
色
、
得
も
い
は
れ
ず
眺
め
好
く
、

殊
に
秋
の
夜
の
さ
わ
や
か
な
る
月
、
冬
の
夜
の
凄
寂
た
る
月

を
眺
む
る
に
尤
も
適
す
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庭
が
作
ら
れ
た
時
期
や
名
前
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
が
、
百
花

園
に
は
多
く
の
花
が
植
え
ら
れ
、
四
季
お
り
お
り
に
花
が
咲
い
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
幹
君
が
枝
君
を
出
産
し
、
胞
衣
納
の
場
所
と

し
て
見
分
を
行
っ
て
い
る
安
政
五
年
に
は
、
正
月
に
和
歌
の
会
を

催
す
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
月
の
牡
丹
・
藤
、
十
月
の
菊
と
、

花
が
見
頃
の
時
に
広
如
は
百
花
園
を
訪
れ
、
ま
た
、
客
を
招
い
て

宴
を
開
き
、
家
臣
に
も
見
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

胞
衣
納
の
場
所
と
し
て
見
分
に
お
も
む
い
て
い
る
こ
と
は
、
胞

衣
納
の
候
補
地
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
胞
衣
を
納
め
た
か
に
な
る

と
、
そ
れ
は
可
能
性
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
百
花
園
を
見
分
す
る

か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
胞
衣
納
の
場

所
と
し
て
百
花
園
を
見
分
し
て
い
る
の
は
枝
君
の
時
で
、
枝
君
を

出
産
し
た
幹
君
は
鷹
司
輔
𤋮
の
娘
で
、
益
君
と
同
じ
鷹
司
家
か
ら

嫁
い
で
い
る
。
百
花
園
の
見
分
は
、
鷹
司
家
の
胞
衣
納
場
所
選
定

理
由
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

胞
衣
納
の
場
所
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
は
鷹
司
家
か
ら
の
書
状

（
祚
君
）
と
百
花
園
（
枝
君
）
の
史
料
二
点
の
み
で
あ
る
。
鷹
司

家
で
は
、
胞
衣
納
の
日
時
と
方
角
を
陰
陽
師
の
勘
出
に
よ
っ
て
決

め
て
い
る
。
祐
宮
（
明
治
天
皇
）
の
胞
衣
納
の
日
時
・
場
所
も
陰

陽
師
の
勘
出
で
決
定
し
て
お
り22

）
、
江
戸
時
代
後
期
の
皇
室
の
胞
衣

納
は
、
埋
納
場
所
と
日
時
の
勘
文
が
進
上
さ
れ
て
決
定
し
て
い
る23

）
。

公
家
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
寺
の
胞
衣
納

の
日
時
と
場
所
の
う
ち
日
時
は
判
明
し
て
お
り
、
そ
れ
は
御
七
夜

を
基
準
と
す
る
日
で
あ
る
。
胞
衣
納
を
記
し
て
い
る
日
次
記
類
な

ど
の
史
料
に
陰
陽
師
の
語
は
み
え
ず
、
陰
陽
師
の
勘
出
に
よ
る
こ

と
な
く
日
時
を
決
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
時
同
様
に
場
所

に
つ
い
て
も
、
陰
陽
師
が
か
か
わ
ら
ず
に
決
定
し
、
胞
衣
納
場
所

と
し
て
の
百
花
園
の
見
分
は
、
本
願
寺
の
選
定
方
法
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
願
寺
の
胞
衣
納
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
胞
衣
を
入
れ
る
容

器
は
当
時
の
天
皇
家
・
大
名
家
と
同
じ
彩
色
の
絵
を
施
し
た
桶
を

使
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
本
願
寺
の
社
会
的
立
場
か
ら
の
選
択
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
桶
に
高
級
な
品
は
求
め
て
い
な
い
。
拙

稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
宗
主
・
法
嗣
の
子
ど
も
の
出
産
は
、

出
産
す
る
女
性
の
立
場
に
よ
り
取
り
扱
い
方
に
違
い
が
あ
っ
た
。

し
か
し
胞
衣
納
で
は
、
使
用
す
る
桶
・
胞
衣
を
納
め
る
日
に
女
性

の
立
場
に
よ
る
違
い
は
な
く
、
女
性
の
立
場
の
違
い
が
胞
衣
の
取

り
扱
い
方
に
及
ん
で
は
い
な
い
。
本
願
寺
に
お
い
て
は
胞
衣
が
子

ど
も
の
成
長
に
関
わ
る
な
ど
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
天
皇

家
・
公
家
が
お
こ
な
う
易
占
の
要
素
を
持
つ
陰
陽
師
に
よ
る
場

所
・
日
時
決
定
に
倣
う
こ
と
も
な
く
、
胞
衣
を
納
め
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注１
）
「
御
日
記
」
嘉
永
三
年
二
月
十
日
条
。

2
）
「
御
日
記
」
嘉
永
五
年
閏
二
月
二
十
六
日
条
。

3
）
「
御
日
記
」
天
保
三
年
十
月
十
日
条
。

4
）

河
内
顕
証
寺
摂
真
の
息
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
本
願
寺
に
入
寺
し

法
嗣
と
な
る
。

5
）

徳
如
の
子
ど
も
の
誕
生
、
御
七
夜
の
祝
、
胞
衣
納
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

誕
生

御
七
夜
の
祝

胞
衣
納

悠ゆき
麿

嘉
永
五
年
八
月
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
一
日
卯
半
刻
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（
十
一
日
を
彼
岸
中
に
付
延
引
）

貞さた
姫

嘉
永
七
年
七
月
十
四
日

七
月
二
十
日

七
月
二
十
日
巳
刻

うけ
麿

安
政
二
年
九
月
二
十
九
日

十
月
五
日

十
月
五
日
巳
刻

健たけ
麿

安
政
四
年
二
月
五
日

二
月
十
日

二
月
十
日
巳
刻

（
十
一
日
を

夜
に
付
十
日
）

枝しけ
君

安
政
五
年
九
月
二
日

九
月
晦
日

九
月
八
日
巳
刻

（
九
月
八
日
を
関
東
御
中
陰
中
に
付
延
引
）

6
）

徳
如
と
幹
君
は
、
安
政
四
年
二
月
十
七
日
に
婚
姻
し
て
い
る
。

7
）
「
天
保
二
辛
卯
年
六
月
」
天
保
二
年
六
月
七
日
条
。

8
）
「
天
保
三
壬
辰
年
九
月
御
妾
服
怜

（ママ）
姫
様
御
誕
生
御
用
調
進
物
御
払

被
下

物
帳
」。

9
）

宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）。

10
）
『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
る
と
、
米
は
新
生
児
の
座
を
動
か
す
の
に
あ
わ
せ

て
散
じ
、
修
祓
の
か
わ
り
と
し
た
。
花
結
の
糸
は
、
新
生
児
が
く
し
ゃ
み
を

す
る
た
び
に
結
ん
だ
。
く
し
ゃ
み
の
回
数
は
長
寿
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
青
石
と
方
頭
魚
（
ホ
ウ
ボ
ウ
科
の
魚
。
金
頭
と
も
）

は
、
新
生
児
の
健
康
を
祝
う
も
の
と
し
て
供
す
る
。

11
）

注

9
）に
同
じ
。

12
）

峩
君
の
胞
衣
桶
に
は
、
鶴
亀
松
竹
に
加
え
て
梅
が
描
か
れ
て
い
た
。
峩
君

の
胞
衣
桶
に
つ
い
て
は
他
に
も
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
梅
と
あ
る
。
し
か

し
、
本
稿
で
使
用
し
た
「
嘉
永
二
酉
年
十
一
月
御
慶
事
御
用
調
進
物
申
附

帳
」
の
出
産
準
備
品
納
入
者
の
記
録
に
は
、「
一
御
胞
衣
桶
壱
ツ
、
鶴
亀
松

竹
之
白
画
有
」
と
記
し
、
梅
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

13
）

松
本
健
「
瑞
聖
寺
旧
伊
達
家
墓
所
出
土
『
胞
衣
桶
』
の
保
存
処
理
に
伴
う

調
査
」（『
港
区
文
化
財
調
査
集
録
』
第
四
集
、
一
九
九
八
年
）。

紫
雲
山
瑞
聖
寺
（
東
京
都
港
区
白
金
台
三
｜
二
｜
一
九
）
は
、
寛
文
十
年

（
一
六
七
〇
）
に
創
建
さ
れ
、
第
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
（
一
六
五
九
〜
一
七

一
九
）
の
時
に
墓
所
が
置
か
れ
た
。
平
成
七
年
に
改
葬
跡
地
か
ら
胞
衣
桶
と

そ
れ
を
納
め
る
青
銅
容
器
が
発
見
さ
れ
た
。
伊
達
家
の
家
紋
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
伊
達
綱
村
の
妻
千
姫
が
嫡
男
扇
千
代
を
出
産
し
た
と
き

に
使
用
さ
れ
た
胞
衣
桶
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
す
る
。
桶
は
一
三
枚
の

側
板
、
底
板
か
ら
な
り
、
蓋
が
あ
る
。
桶
の
総
高
は
二
一

三
セ
ン
チ
、
最

上
部
の
口
径
二
五

二
セ
ン
チ
、
底
径
二
二
セ
ン
チ
で
あ
る
。
蓋
の
直
径
は

桶
の
最
上
部
の
内
径
と
同
じ
。

14
）

香
月
牛
山
『
小
児
必
要
養
育
草
』（『
子
育
て
の
書
』
一
、
東
洋
文
庫
二
八

五
、
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）。

15
）

小
沢
詠
美
子
「「
胞
衣
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｜
江
戸
の
事
例
を
中
心
に
｜
」

（『
史
潮
』
第
三
八
号
、
一
九
九
六
年
）。
小
沢
は
、
三
井
家
の
例
を
あ
げ
て
、

豪
商
も
胞
衣
桶
を
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、
三
井
家
の
史

料
に
は
胞
衣
桶
の
画
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

16
）

袋
の
上
書
「
嘉
永
二
酉
年
十
一
月
御
慶
事
御
用
諸
事
書
類
入
」。
袋
の
法

量
は
、
縦
三
九

五
セ
ン
チ
、
横
二
九
〇

〇
セ
ン
チ
。

17
）

徳
如
と
幹
君
の
子
枝
君
（
安
政
五
年
九
月
二
日
誕
生
）
に
は
、
胞
衣
桶
代

を
示
す
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
納
入
者
は
峩
君
と
同
じ
木
具
屋
で
、「
一
八

拾
弐
匁
五
分
、
御
胞
衣
桶
壱
ツ
、
同
壱
ツ
乗
下
台
壱
ツ
、
同
桐
外
覆
壱
ツ
、

桐
野
良
ふ
た
、
白
ね
り
ノ
丸
ひ
も
付
」
と
あ
る
。（「
安
政
五
歳
午
七
月
御
産

御
用
」）。

18
）

法
量
は
、
縦
一
六

七
セ
ン
チ
、
横
一
四
〇

二
セ
ン
チ
。

19
）
「
百
花
園
」
の
文
字
は
、「
華
」
と
「
花
」
が
と
も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
「
花
」
を
使
用
す
る
。

20
）

真
宗
本
願
寺
派
護
持
会
財
団
『
楳

余
芳
』（
一
九
二
七
年
）。

21
）
「
百
花
園
図
」（
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
）。

22
）

注

9
）に
同
じ
。

23
）

宮
内
庁
『
皇
室
制
度
史
料
』（
儀
制

誕
生
、
三
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
な
が
せ

ゆ
み

本
願
寺
史
料
研
究
所
研
究
助
手
）

※

※

※

※

※

※
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頁
の
余
白
に

「
近
世
の
本
願
寺
、
そ
の
日
そ
の
日
」（
編
集
子
）

十
六
頁
に
す
る
の
に
、
少
し
頁
の
余
白
が
あ
り
ま
す
。
取
り
立

て
て
特
別
な
結
論
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
思
い
こ
み
、
勘
違
い
、
調

査
不
足
、
間
違
い
も
気
に
せ
ず
、
気
楽
に
書
き
ま
す
。

【
滴
翠
園
の
魚
】

現
在
の
本
願
寺
の
宗
務
所
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
百
華
園

の
池
に
は
誰
が
餌
を
与
え
て
い
る
の
か
不
明
な
の
で
す
が
、
大
き

な
鯉
が
泳
い
で
い
る
そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
観
賞
用
の
錦
鯉
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
池
で
あ
る
滴
翠
園
の
池
に
は
飼
育

さ
れ
て
い
る
魚
は
い
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
か
つ
て
は
滴
翠
園
の
池
に
も
魚
が
飼
育
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
魚
に
つ
い
て
記
事
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
留
役
所
「
諸
日
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
五
月
十
八
日

条
に
よ
れ
ば
、
吟
味
役
よ
り
次
の
よ
う
な
伺
い
が
提
出
さ
れ
ま
す
。

一
吟
味
役
ゟ
左
之
通
伺
出

一
滴
翠
園
御
池
魚
疲
衰
甚
見
苦
敷
有
之
、
毎
々
餌
之
御
沙
汰

御
座
候
ニ
付
、
篤
与

御
番
之
者
江

申
付
置
候
得
共
、
不
相

替
魚
疲
居
候
ニ
付
、
亦
々
過
日
取
極
小
頭
を
以
申
付
候
、

以
来
取
極
左
ニ
、
大
奥
ゟ
御
麦
湯
之
末
を
相
下
ケ
遣
し
来

り
候
へ
共
、
聊
之
趣
ニ
而

数
十
疋
之
魚
江

中
々
行
届
不
申

候
間
、
外
々
承
り
合
申
候
処
、
夏
向
者

塩
鯖
之
損
し
色
替

り
候
を
相
求
メ
、
よ
く
〳
〵
焙
り
遣
し
候
方
宜
、
亦
者

雑

魚
之
頭
を
屋
江

頼
置
、
夫
を
遣
し
候
茂
宜
、
折
々
ハ
麦
を

煮
て
遣
し
可
申
由
、
尤
冬
向
者

麦
計
之
由
承
り
申
候
間
、

大
御
仲
居
江

御
出
入
致
居
候
屋
江

申
付
、
試
ニ
遣
し
申
候
而

者

如
何
御
座
候
哉
、
過
日
御
尋
ニ
付
、
此
段
奉
申
上
候

こ
の
記
事
に
は
、
魚
種
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
夏
場
の
餌

が
、
食
用
に
な
ら
な
く
な
っ
た
塩
鯖
を
焙
っ
た
も
の
と
雑
魚
の
頭

な
ど
の
動
物
性
の
餌
で
、
水
温
が
下
が
っ
た
冬
に
は
植
物
性
の
餌

と
し
て
麦
と
な
る
と
、
や
は
り
観
賞
用
の
錦
鯉
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
さ
か
食
用
魚
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
伺
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
下
知
が
だ
さ
れ
ま
す
。
餌

は
買
い
上
げ
と
せ
ず
、
経
費
は
い
さ
さ
か
も
か
け
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
夏
は
、
献
上
さ
れ
て
き
た
鯖
が
傷
ん
で
、
食
用
に
で
き
る
状

態
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
鯖
を
餌
に
使
い
、
こ
れ
が
な
く
な
っ
た

な
ら
ば
三
御
殿
の
局
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
糠
を
用
い
、
決
し
て
支
出

と
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
し
た
。
五
月
十
八
日
条
の
す

ぐ
後
ろ
に
十
月
十
四
日
の
下
知
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
の
が
不
思
議

な
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
に
筆
録
さ
れ
て
い
ま
す
（
全
文
、
朱
筆

で
す
）。聊

之
義
ニ
而

も
御
買
上
ニ
相
成
候
而
者

、
御
費
ニ
相
成
候
条

不
宜
候
、
尚
亦
今
十
月
十
四
日
民
弥
ゟ
申
出
候
趣
ニ
而
者

、

只
今
当
夏
鯖
献
上
之
品
相
損
有
之
、
迚
も
食
用
ニ
ハ
難
相
成

ニ
付
、
右
を
相
用
候
、
猶
亦
右
も
相
尽
候
間
、
三
御
殿
局
遣

捨
之
糠
を
相
用
候
而

、
御
費
ニ
ハ
決
而

不
相
成
旨
ニ
候
間
、

其
通
取
計
有
之
而

宜
敷
候
間
、
御
番
之
者
江

無
等
閑
日
々
糠

取
ニ
相
廻
り
候
様
、
急
度
可
被
申
付
事
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十
月
十
四
日
及
下
知

五
月
の
伺
い
か
ら
こ
の
下
知
ま
で
、
五
か
月
の
時
間
を
要
し
ま

し
た
。
こ
の
間
、
疲
弊
し
た
魚
は
死
な
な
か
っ
た
の
か
と
心
配
に

な
り
ま
す
が
、
下
知
が
布
達
さ
れ
た
の
は
夏
を
過
ぎ
た
十
月
十
四

日
で
し
た
。
餌
不
足
で
「
疲
衰
」
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ひ
ょ

っ
と
し
て
水
中
の
酸
素
不
足
で
、
水
面
で
口
を
パ
ク
パ
ク
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
献
上
さ
れ
た
夏
の
鯖
が
十
月
ま
で
保
存
さ
れ
て

い
た
と
す
る
な
ら
、
か
な
り
酷
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と

想
像
し
ま
す
。
現
在
で
も
釣
り
餌
に
使
用
さ
れ
る
切
り
落
と
し
た

鯖
の
頭
に
発
生
さ
せ
た
ハ
エ
の
幼
虫
で
あ
る
「
さ
し
虫
」
が
夏
の

鯖
に
発
生
し
た
と
し
て
も
、
十
月
の
下
知
の
と
き
に
は
サ
ナ
ギ
か

ら
羽
化
し
て
ハ
エ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

先
に
、
献
上
さ
れ
た
鳥
は
ペ
ッ
ト
で
は
な
く
食
用
で
あ
っ
た
ろ

う
と
推
測
し
た
根
拠
と
し
て
、
後
の
飼
育
の
面
倒
さ
を
あ
げ
て
お

き
ま
し
た
。
本
願
寺
の
財
政
状
況
と
し
て
は
、
天
満
の
大
根
屋
石

田
敬
起
を
登
用
し
た
天
保
の
改
革
を
経
て
幾
分
か
は
回
復
し
つ
つ

あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
で
も
無
駄
な
支
出
を
避
け
た
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
魚
の
餌
代
な
ど
は
支
出
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
額
に
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
経
費
も
惜

し
む
だ
け
で
な
く
、
生
き
物
と
し
て
の
魚
の
飼
育
そ
の
も
の
に
困

っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
ま
す
。

し
か
し
、
滴
翠
園
は
公
家
・
武
家
な
ど
諸
家
に
対
し
て
拝
観
を

許
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
園
内
の
飛
雲
閣
や
憶
昔
亭
は
茶
会
・
接

待
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
池
の
魚
は
招
待
者
の
目
に
触
れ
る
、

そ
の
よ
う
な
庭
園
の
設
え
の
一
部
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
弱
っ
た

ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
て

い
ま
す
。

※

※

※

※

※

※

【
編
集
後
記
】

ま
ず
は
、
編
集
子
の
無
理
な
依
頼
に
応
じ
て
、
三
夜
荘
に
つ
い
て

原
稿
を
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
掬
月
浄
成
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
五
月

十
一
日
は
編
集
子
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
三
夜
荘
訪
問
で
し
た
。
十

数
年
前
よ
り
念
願
し
て
い
た
訪
問
で
し
た
が
、
除
却
が
公
告
さ
れ
て

し
ま
っ
た
後
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
荒
廃
ぶ
り
に
無
念
さ
を
感
じ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
国
の
政
治
状
況
を
み
る
と
、
ま
さ
か
こ
ん
な
「
愚

劣
」
な
政
治
状
況
に
遭
遇
す
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
編
集
子

は
、
池
田
勇
人
内
閣
の
所
得
倍
増
期
に
小
学
生
で
す
の
で
、
団
塊
の

世
代
に
少
し
遅
れ
た
三
無
主
義
の
世
代
で
す
。
学
生
時
代
も
、
ノ
ン

ポ
リ
学
生
と
し
て
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
編
集
子
で
も
、
現

在
の
政
治
の
言
葉
の
薄
さ
に
、
さ
す
が
に
言
葉
を
失
い
そ
う
に
な
り

ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
政
治
を
主
導
す
る
人
た
ち
は
、
人
び
と

か
ら
言
葉
を
奪
う
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
は
と
勘
ぐ
り
た
く
な
っ

て
い
ま
す
。

（
歩
弥
紡
）
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